
議案第 2 3号  

 

令和５年度大木町一般会計補正予算（第１号） 

 

令和５年度大木町一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額を増減なしとし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ、7,270,000千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和５年３月23日提出 

 

大木町長  広 松 栄 治   

 



2 総 9

の 額 補　　正　　額

6

計

1 2

歳　　

2

出　　合　　計 7,2

0

70,000 0 7,2

1

70,000

,819,務 962

1 総務管理

費

費 1,657,276

1

0 1,657,276

,

第１表　歳入歳出予算

8

補正

19

(単位：千円)歳

,

　出

款 項 補 正 前 



歳入 別

補　正　額 計 特　　　

明

　　　定　　　　　　

細

財　　　　　　源

一般

書

財源

国県支出金 地　方

１

　債 そ　の　他

3 4

(
　

単位：千円)

2 総

総

務費 1,819,96

　

2 0 1,819,96

括

2 0 0 0 0

歳　　

(

出　　合　　計 7,2

歳

歳

70,000 0 7,2

出

70,000 0 0 0 0

)

出補正

補　　　　　正　　

予

　　　額　　　　　の

算

　　　　　財　　　　

事

　源　　　　　内　　

項

　　　訳

款 補正前の額



(単

源 説　　　

２　歳　出

　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

5 6

 2 総務費 1,819,962 0 1,819,962 0 0 0 0

 1 総務管理費 1,657,276 0 1,657,276 0 0 0 0

 1 総務
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共通費 214,715 739 215,454 0 0 0 739
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　総務共通費 739739

　　　　（役務費）保険料 11
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：
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23 財政運営費 457,595 △739 456,856 0 0 0 △739

24 積立金 △739

（財務会計課・財務会計課）

　基金管理業務 △739△739

　　　　（積立金）財政調整基金 △739
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